
 

Ｑ１ 御社の株主になりましたが、株券を貰っていません。株券はないのですか？ 

ＡＡ 当社は株券不発行会社です。株主の管理は会社にある株主名簿に 

   名前と住所の記載があることで判断します。 

Ｑ２ 定款には「譲渡制限株式」とありますが、どういう意味ですか？ 

Ａ２ 当社の株式は、会社の知らない所で勝手に売買できません。 

   相続などで名義を書き換える場合も、必ず会社に連絡を入れ、所定の手続きを取る 

必要があります。 

Ｑ４ どうすれば株式の譲渡手続や名義書換を行うのはどんな時ですか？ 

Ａ４ 当会社が想定するのは次のケースです。 

 ・相続により、相続人名義に変更するとき。 

 ・事情(海外への引越し等)により第三者に譲る必要が生じた時。 

 ・定款に基づき当会社が売り渡し請求を行った場合 

 ・その他 

Ｑ４ 株式の譲渡を認めて貰えないケースはありますか？  

Ａ４ 譲渡の相手方が、会社にとって望ましくない人物であることや当社株式を高額転売 

目的等、本来の趣旨と違う目的で利用する恐れがある場合などが挙げられます。譲渡 

承認請求が行われた場合ごとに判断します。 

Ｑ５ 『議決制限株式』とありますが、普通の株式と違うのですか。 

Ａ５ 当会社は株主総会で議決権を行使できる普通株式のほか、 

   『議決制限株式』があります。後者は株主総会で議決権を行使することが出来ません。 

Ｑ６ 議決権は全て行使できないのですか？ 

Ａ６ 当会社では会社法の定めにより、下記の事項に関して、同じ議決制限株式による種類 

株主総会での議決権のみ行使できます。 

 ・下記に掲げる事項についての定款の変更…会社法第 322条 

  ①株式の種類の追加 

  ②株式の内容の変更 

  ③発行可能株式総数又は発行可能種類株式総数の増加 

  ④特別支配株主からの株式売渡請求に対する承認…会社法第１７９条の３ 

Ｑ７ 所有者も株式の存在を忘れて、放置してしまった場合はどうなりますか？  

Ａ７ 当社は毎年、定期総会の案内に代えて、議決権制限株式の株主の皆様に 

   ご案内を差し上げます。この案内に対する返信が６年返ってこない場合 

   は所定の手続きにより、株の競売を実施します。 

Ｑ８ 株式購入金額払い込みにクレジットカードは使えますか？  

Ａ８ 株式は購入希望者が振込むことにより購入できます。クレジットカードの 

   利用は不可です。 


